
タレント・モデルなどの契約トラブル

ネット広告をみて、芸能事務所で面接を受けたら合格した。「うちに所属すれば確実にテレビ番組に出
演できる。レッスンもあるし、あなたは向いている」「仕事はたくさん紹介する。所属枠は残りわずか
なので早く決めて」と急かされ、その場で契約を交わした。
その後事務所から番組出演の話は一切されず、レッスンもない。(20歳代女性)

〇「才能がある」と期待させられ「今決めないと合格を取り消す」
などと急かされることも・・・
家族に相談するなど「冷静」「慎重」な判断を心がけて

〇レッスン、マネジメントのためと費用負担を求められても
その場で契約しない

〇具体的な活動内容やサポート体制、費用面の詳細をよく確認！
〇契約後、必ず仕事や報酬があるか分かりません
クレジット契約や借金をしてまで契約しない

〇不安な時、困った時は「１８８」に相談！

【若者向け注意喚起シリーズ〈№9〉】

*PIO-NET(パイオネット）とは国民生活センターと全国の消費生活センター等をネットワークで結び、消費生活相談情報を蓄積しているデータベース。消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。

求人サイトで声優のアルバイトに応募したが不合格だった。しかし「やる気があるなら新人枠で推薦
する」と言われ、お願いしたら「条件付きで新人枠に入れた」と言われた。
出演の条件は約８万円のレッスン受講だった。親に反対され断ったが「大学生で親に頼るのか」と
罵倒された。契約を解除したい。(10歳代男性)

☝相談件数 ☝トラブルに遭わないためのポイント

20歳代以下の
若者の

割合が増加！

【事例２】声優のアルバイトをするつもりが、出演にはレッスン料が必要と迫られた

【事例１】テレビ番組に出られるなどと言われて所属契約したがレッスンも仕事もない

（2022年1月末までのPIO-NET*登録分）
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